
　　　　　　　　　　　　日　時　：　令和 ４ 年 １ 月２７日 （木）　１０時～

　　　　　　　　　　　　場　所　：　アークホテル岡山 ３階 牡丹の間

説明資料

岡 山 県 都 市 計 画 審 議 会

第 １ ６ １回



■位置図 ■3・2・早201バイパス線

　・都市計画決定の経緯（概要）

　・都市計画決定の内容（現在）

■3・2・1新岡山国道１号線

　・都市計画決定の経緯（概要）

■3・2・3西田中島阿賀崎線

　・都市計画決定の経緯（概要）

　・都市計画決定の内容（現在）

　・都市計画決定の内容（現在）

第１号議案　岡山県南広域都市計画道路の変更（１／１０）

岡山県南広域都市計画道路（国道2号）の概要 現行の都市計画

現行の都市計画

凡例

※電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成

道路 約17,500ｍ

幹線街路 ４車線

番　号 3・2・3 構造形式 嵩上式及び地表式

路線名 西田中島阿賀崎線 幅　　員 36.0ｍ

起　点 倉敷市西田

終　点 倉敷市玉島阿賀崎

種　　類 区域（延長）

種　　別 車線の数

名
 
称

そ
の
他
の
構
造

位
 
置

地表式の区間における
鉄道等との交差の構造

私鉄水島臨海鉄道と立体交差
幹線街路船倉曽原線と立体交差
幹線街路駅前古城池霞橋線と立体交差
他

路 線 名：西田中島阿賀崎線

昭和43年（当初：西田中島線）、平成13年（最終変更）

区域(延長)：約17,500m 幅員：36.0m

決定理由：交通の円滑な処理と周辺土地利用の促進を図るもの。

３・３・早３０３早島駅前線

（早島町：岡山県決定）

３・３・２５早島大砂線

（早島町：岡山県決定）

１

２

１

２

道路 約31,430ｍ

幹線街路

番　号 3・2・1 構造形式 嵩上式及び地表式

路線名 新岡山国道１号線 幅　　員 32.0m

起　点 岡山市箕島

終　点 邑久郡長船町長船

種　　類 区域（延長）

種　　別 車線の数

名
 
称

そ
の
他
の
構
造

位
 
置

地表式の区間における
鉄道等との交差の構造

幹線街路箕島矢部線、津島飛行場線
及び竹田升田線と立体交差
幹線街路と平面交差１箇所

路 線 名：新岡山国道１号線

昭和41年（当初）、平成５年（最終変更）

区域(延長)：約31,430m 幅員：32.0m

岡山市分・・・・区域(延長):約29,250m

瀬戸内市分・・・区域(延長):約 2,180m

決定理由：都市内外の交通の円滑な処理を図るもの。

道路 約2,910ｍ

幹線街路

番　号 3・2・早201 構造形式 地表式

路線名 バイパス線 幅　　員 32.0m

起　点
早島町大字早島

字弥陀の奥3746番地

終　点
早島町大字早島
字下野2590番地

名
 
称

そ
の
他
の
構
造

位
 
置

地表式の区間における
鉄道等との交差の構造

種　　類 区域（延長）

種　　別 車線の数

路 線 名：バイパス線

昭和44年（当初）、昭和45年（最終変更）

区域(延長)：約2,910m 幅員：32.0m

決定理由：交通の円滑な処理と周辺土地利用の促進を図るもの。
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■3・3・25早島大砂線 ■「3・2・早201バイパス線」、「3・2・3西田中島阿賀崎線」

　・都市計画決定の経緯（概要）

■「3・3・25早島大砂線」、「3・3・早303早島駅前線」
　・都市計画決定の内容（現在）

■「3・2・1新岡山国道１号線」

■イメージ図
■3・3・早303早島駅前線

　・都市計画決定の経緯（概要）

　・都市計画決定の内容（現在）

第１号議案　岡山県南広域都市計画道路の変更（２／１０）

現行の都市計画 変更理由及び変更内容

交差構造の概要①

道路 約1,060ｍ

幹線街路

番　号 3・3・早303 構造形式 地表式

路線名 早島駅前線 幅　　員 22.0ｍ

起　点 早島町前潟

終　点 早島町早島

幹線街路と平面交差2箇所

種　　類 区域（延長）

種　　別 車線の数

名
 
称

そ
の
他
の
構
造

位
 
置

地表式の区間における
鉄道等との交差の構造

変更理由：バイパス線の区域の変更に伴い、区域を削除する（延長を短縮する）もの。

変更内容：区域（延長：早島大砂線 約3,300m、早島駅前線 約1,040m）を変更し、併せて、

早島駅前線については車線の数（４車線）を追加する。

路 線 名：早島駅前線

昭和42年（当初：中央線）、平成６年（最終変更）

区域(延長)：約1,060m 幅員：22.0m

決定理由：交通の円滑な処理と沿道土地利用の促進を図るもの。

変更理由：岡山市域の都市計画の変更決定に併せて、瀬戸内市域の都市計画について変更す

るもの。

変更内容：車線の数（４車線）を追加する。

変更理由：供用後の交通量の増加などに起因する渋滞の発生など、社会情勢の変化に伴い生

じた地域課題を解消するため、事業化を見据えて検討した結果、立体交差構造が

必要となったことから、都市計画について変更するもの。

変更内容：構造形式（嵩上式）及び区域の一部を変更し、併せて、バイパス線については車線

の数（６車線）を追加する。

【凡例】

都市計画道路の区域（現在）

追加する都市計画道路の区域

道路 約3,320ｍ

幹線街路 ４車線

番　号 3・3・25 構造形式 地表式

路線名 早島大砂線 幅　　員 22.0ｍ

起　点 早島町早島

終　点 倉敷市二子

名
 
称

そ
の
他
の
構
造

位
 
置

地表式の区間における
鉄道等との交差の構造

JR山陽本線と立体交差
幹線街路中庄駅公園線と立体交差
幹線街路と平面交差5箇所

種　　類 区域（延長）

種　　別 車線の数

路 線 名：早島大砂線

昭和44年（当初：三軒地中庄線）、平成23年（最終変更）

区域(延長)：約3,320m 幅員：22.0m

決定理由：交通の円滑な処理と周辺土地利用の促進を図るもの。

2



■標準断面図

（変更前） （変更後）

■手続きの流れ

　

第１号議案　岡山県南広域都市計画道路の変更（３／１０）

交差構造の概要②

都市計画の変更手続き

立体部４車線、側道部４車線
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【凡例】

都市計画道路の区域（現在）

都市計画道路の区域（変更後）

追加する都市計画道路の区域
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■国道２号交差点を立体化する交差点位置（岡山県決定）

　

第１号議案　岡山県南広域都市計画道路の変更（４／１０）

箇所毎の変更内容の概要

⑥

⑤

④

③

②

①

※電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成

4



　

第１号議案　岡山県南広域都市計画道路の変更（５／１０）

箇所毎の変更内容の概要

①無津交差点

凡例

追加する区域

変更のない区域

3500 35003500 3500
250 250

750 7501250

77507750 1750

17250

50035002500

3500 6500

10000

325325

500 3500 2500

35006500

10000

3500 35003500 3500
250 250

750 7501250

77507750 1750

17250

5001250

3500 8250

11750

3000

325325

3500 500 1250

35008250

11750

3000 3500
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第１号議案　岡山県南広域都市計画道路の変更（６／１０）

箇所毎の変更内容の概要

②早島中交差点、長津交差点

凡例

追加する区域

変更のない区域

3500 35003500 3500
250 250

750 7501250

77507750 1750

17250

500 3500 1250

3500

12250

350050035001250

3500 8750

12250

325

3500

8750

325

3500 35003500 3500
250 250

750 7501250

77507750 1750

17250

50035001250

3500 11250

14750

3000

325325

3500 500 3500 1250

350011250

14750

3000 3500

①’

① ②’

②
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第１号議案　岡山県南広域都市計画道路の変更（７／１０）

箇所毎の変更内容の概要

③西田交差点

凡例

追加する区域

変更のない区域

3500 35003500 3500
250 250

750 7501250

77507750 1750

17250

50035002500

3500 6500

10000

325325

500 3500 2500

35006500

10000

3500 35003500 3500
250 250

750 7501250

77507750 1750

17250

5001250

3500 8250

11750

3000

325325

3500 500 1250

35008250

11750

3000 3500

①’

①

②’

②
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第１号議案　岡山県南広域都市計画道路の変更（８／１０）

箇所毎の変更内容の概要

④加須山交差点

凡例

追加する区域

変更のない区域

削除する区域

3500 35003500 3500
250 250

750 7501250

77507750 1750

17250

50035002500

3500 6500

10000

325325

500 3500 2500

35006500

10000

3500 35003500 3500
250 250

750 7501250

77507750 1750

17250

5001250

3500 8250

11750

3000

325325

3500 500 1250

35008250

11750

3000 3500

①’

①

②’

②
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第１号議案　岡山県南広域都市計画道路の変更（９／１０）

箇所毎の変更内容の概要

⑤生坂二日市線関連

凡例

追加する区域

変更のない区域

削除する区域

3500 35003500 3500
250 250

750 7501250

77507750 1750

17250

50035002500

3500 6500

10000

325325

500 3500 2500

35006500

10000

3500 35003500 3500
250 250

750 7501250

77507750 1750

17250

5001250

3500 8250

11750

3000

325

3500 500 1250

35008250

11750

3000 3500

9



　

第１号議案　岡山県南広域都市計画道路の変更（１０／１０）

箇所毎の変更内容の概要

⑥新田交差点

凡例

追加する区域

変更のない区域

3500 35003500 3500
250 250

750 7501250

77507750 1750

17250

50035002500

3500 6500

10000

325325

500 3500 2500

35006500

10000

3500 35003500 3500
250 250

750 7501250

77507750 1750

17250

5001250

3500 8250

11750

3000

325325

3500 500 1250

35008250

11750

3000 3500

①’

①

②’

②
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第２号議案　産業廃棄物処理施設(倉敷市)の敷地の位置について（１／２）

都市計画審議会に付議する理由 位置図

設置する施設の概要

産業廃棄物処理施設の建築許可の申請フロー図

○建築基準法（抜粋）

第51条（卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置）

都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定め

る処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、

新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会（その敷地の位置を都

市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置か

れている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会）の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がな

いと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合において

は、この限りでない。

■その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物とは・・・

○建築基準法施行令（抜粋）

第130条の２の２（位置の制限を受ける処理施設）

第２号 イ 廃棄物処理法施行令第７条第１号から第13号の２までに掲げる産業廃棄物の処理施設

■廃棄物処理法施行令に掲げる産業廃棄物の処理施設とは・・・

○廃棄物処理法施行令 第７条（産業廃棄物処理施設）

建築基準法第51条の規定により、都市計画区域内においては、産業廃棄物処理施設等の建築物は、

都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築・増築はできない。

ただし、都市計画決定がなされていない場合においては、都市計画審議会の議を経て、その敷地

の位置が都市計画上支障がないと認められた場合は、新築・増築が可能となると定められている。

今回審議する案件は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、「廃棄物処理法」という。）

施行令に掲げる産業廃棄物の処理施設であり、県が都市計画を定める都市施設であるが、その敷地

の位置を都市計画決定していないことから、特定行政庁である倉敷市長から、県の都市計画審議会

に対し議案として付議するよう依頼があったものである。

計画（申請）者 特定行政庁（倉敷市長） 岡 山 県

岡山県都市計画審議会

受 理 建築許可

建築許可の申請

答申の写しを送付

受付・確認・審査

付議依頼

R3.9.7

R４.1.27
R3.11.22

【事 業 者】JFEスチール株式会社 専務執行役員 倉敷地区所長 古川 誠博

【主要施設】産業廃棄物処理施設（中間処理施設：焼却施設 新設）

【敷地面積】23,741.77㎡

【処理能力】

汚泥 （94.5t/日)(3,937kg/時)

廃油 （80.7t/日)(3,362kg/時)

廃プラスチック類

（48.7t/日)(2,029kg/時)

など

※稼働時間 24時間運転

→廃棄物処理法施行令第７条

第3号、5号、8号、13号の２に該当
※市の都市計画審議会

で都市計画との整合

を確認している。

倉敷市水島川崎通1丁目14番１

用途指定：工業専用地域

（容積率：200%、建蔽率：60%）

倉敷市

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業専用地域

準防火地域

防火地域

凡例

電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成

燃焼炉

政令第７条の号番号 産業廃棄物処理施設 許可対象規模（処理能力）

3 汚泥の焼却施設
5㎥／日を超えるもの
200㎏／時以上のもの
火格子面積2㎡以上のもの

5 廃油の焼却施設
1㎥／日を超えるもの
200㎏／時以上のもの
火格子面積2㎡以上のもの

8 廃プラスチック類の焼却施設
100㎏／日を超えるもの
火格子面積2㎡以上のもの

13の2
産業廃棄物の焼却施設
（上記 3、5、8に掲げるものを除く）

200㎏／時以上のもの
火格子面積2㎡以上のもの

立面図
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　１　搬出入車両の増加に伴う交通への影響
　　　　 車両台数は、施設の処理能力から、大型車で12台/日、小型車で22台/日、計34台/日（往復）
　　を想定しており、走行ルート（国道430号）における現況交通量約１万４千台と比較して非常に
　　少ないことから、道路交通への支障となるような影響はないと考えられる。

　２　生活環境影響調査による評価
  　　周辺環境については、申請者が廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査を実施しており、調査
　　項目(大気質、悪臭、水質)についての調査・予測結果及び評価は下記のとおりである。
  　　本調査・予測結果及び評価については、倉敷市の環境部局において技術的審査を行っており、
　　問題ないと判断されている。

　【参考】生活環境影響調査項目と調査・予測結果及び評価(「生活環境影響調査報告書」より)
　１　大気汚染(粉じん)
　　　施設の稼働に係る大気質の長期評価の結果は、いずれの項目も環境基準等を満足している。
　　短期評価においては現況非悪化であり、本事業実施による大気質への影響は軽微である。
　２　悪臭
　　　すべての項目で規制値に適合している。
　３　水質
　　　処理水の放流に伴う水質変化の程度はごく僅かであり、本事業実施による水質への影響は
　　軽微である。

当案件は、その敷地の位置が都市計画上支障がないものと考える。

　
 　１  敷地及び周辺の用途地域の指定状況
　　     　　　　　　　当該敷地の用途地域は工業専用地域であり、住居系の用途地域も近接していないため、産業
　　 廃棄物処理施設の立地場所としては、問題ないと考えられる。

　 ２　敷地及び周辺における風致地区や景勝地の有無
　　　 　  当該敷地及び周辺には風致地区や景勝地はない。

   ３　災害ハザードエリアの確認
　　　当該地区は、災害危険区域、土砂災害特別警戒区域等には該当していない。

　４　学校、福祉施設などとの位置関係
　　　当該敷地周辺にある学校など不特定多数の人が集まる施設は、いずれも当該敷地から離れた
　　位置関係にあり、影響がないと考えられる。

①当該施設の敷地の位置と既存の都市計画等との整合

第２号議案　産業廃棄物処理施設(倉敷市)の敷地の位置について（２／２）

都市計画上の観点

②都市環境への影響

　
  ■  生活環境影響調査とは・・・
　    廃棄物処理法第15条第３項に基づき、同法により許可を要するすべての廃棄物処理施設につ
    いて実施が義務づけられるもので、施設の設置者は、計画段階で、その施設が周辺地域の生活
    環境に及ぼす影響をあらかじめ調査し、その結果に基づき、地域ごとの生活環境に配慮したき
    め細かな対策を検討した上で施設の計画を作り上げていくための事前調査であり、調査項目は、
    大気質、騒音、振動、水質汚濁、悪臭、地下水から事業者が選定する。
　
　

付近見取図

　
　①　当該施設の敷地の位置と既存の都市計画等との整合
   １ 敷地及び周辺の用途地域の指定状況
　 ２ 敷地及び周辺における風致地区や景勝地の有無
　 ３ 災害ハザードエリアの確認
   ４ 学校、病院、公園などとの位置関係

　②　都市環境への影響
　 １ 搬出入車両の増加に伴う交通への影響
　 ２ 生活環境影響調査による評価

→よって、都市環境への影響に問題はない

申請位置
本荘幼稚園

申請位置

民家

5.１km

3.9km

国道430号

JFEスチール(株)

西日本製鉄所

西門

構
内

通
路

搬出入経路

凡 例

民家 学校等

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業専用地域

準防火地域

防火地域

凡例
電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成

→よって、既存の都市計画等との整合に問題はない
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